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※は県例規集登載
【規則】

番 号 表 題 担当課名

３３※ 行政手続における特定の個人を識別するた 情報政策課

めの番号の利用等に関する法律施行細則の

一部を改正する規則



【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
三
号
）

一

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た

。
二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
三
十
三
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平

成
二
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
規
程
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
十

号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
端
末
装
置
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
電
子
計
算
機
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
第
二
条
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
五
号
」
に
、
「
万
代
庁
舎
」
を
「
県
庁
舎
等
」
に
、
「
企

画
総
務
部
人
事
課
、
総
務
事
務
管
理
課
及
び
情
報
政
策
課
の
用
に
供
す
る
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


